
 

 

 

 

 十日町労働基準監督署では、平成27年10月末現在

の労働災害（休業 4日以上）が、死亡災害 1件を含む

63件発生しており、昨年同期に比べて＋9件と大幅に

増加したことを受けて、平成27年11月16日に十日

町基準協会、建設業労働災害防止協会新潟県支部十日町

分会、十日町地区木造家屋建築工事等労働災害防止協議

会に対して、別添のとおり、労働災害防止対策の徹底に

ついて要請しました。 

動力機械によるはさまれ・巻き込まれ災害、高所から

の墜落災害、建設用機械による災害などで重篤な労働災

害が発生しています。作業手順の順守、安全装置の確実

な使用など基本的な安全ルールを今一度確認しましょ

う。また、降雪期を迎えますので、雪による労働災害に

も気をつけてください。 

労働災害防止対策の徹底について（要請） 
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労働災害防止対策の徹底について(要請) 

 

 

 労働基準行政の推進につきましては、日頃から格別の御配慮をいただき厚く御

礼申し上げます。 
 さて、十日町労働基準監督署管内の労働災害（休業 4 日以上）は、10 月末現
在で死亡災害 1件を含む 63件発生しており、昨年同期に比べ＋9件（＋16.7％）
の大幅な増加となっております。 
災害発生状況を見ると、食品ロール機や包装用機械及び木材加工用機械等の動

力機械に巻き込まれる災害や高所からの墜落災害、建設用機械による災害などが

発生しており、多くは、労働安全衛生法が遵守されておりませんでした。 
また、今年の 2月には、除雪作業中に雪壁が崩壊し、労働者が下敷きになった
死亡労働災害が発生しており、これからの時季は、屋根除雪作業における墜落災

害や路面凍結による転倒災害、交通労働災害なども含めて雪による労働災害の発

生が懸念されるところです。 
つきましては、貴団体の会員に対して労働安全衛生法の遵守及び下記の事項に

ついて周知徹底を図っていただきますようお願いいたします。 
  

記 
 
１ 食品ロール機、攪拌機、包装用機械並びに金属加工用のプレス機、建築工事

業の木材加工用機械等の動力機械については、囲い、ガード等の防護装置を設

けること。 
また、当該機械の掃除や点検等を行う場合は、必ず機械を停止させること。 

 
２ 高さ 2ｍ以上の高所で作業を行わせる場合は、足場を組み立てる等の方法に
より安全な作業床を設けること。 



 
 
なお、足場の組み立て等が困難な場合は、安全帯の使用等の墜落防止措置を

徹底すること。 
 
３ 建設用機械については、作業計画を作成し、必ず資格者に運転させること。 
  また、ドラグショベルの用途外使用や移動式クレーンの過荷重でのつり上げ

等は禁止すること。 
 
４ 降雪期の労働災害を防止するため屋根からの落雪や倒壊しやすい雪壁の周

辺には、立入禁止措置を講ずること。 
また、屋根の除雪作業を行う場合は、事前に適切な墜落防止対策を計画する

こと（建設業以外でも自社の屋根を労働者が除雪する場合には労働安全衛生法

に基づく墜落防止措置が必要です）。 
さらに、路面凍結による転倒災害等を防止するため凍結防止剤の準備、危険

マップの作成等を行うこと（別添リーフレット参照）。 
 
５ 年末年始は、繁忙期となることが多く、労働災害が多発する傾向にあること

から社内パトロールや安全衛生教育の実施、４S活動の推進など安全衛生活動
を計画すること。 

 
 
 
 
 
～お知らせ～ 

労働災害発生状況（災害統計）や各種労働災害防止対策等は新潟労働局ホームページ、

又は、新潟労働局ホームページ内の各種バナー「新潟県内の各労働基準監督署からのお

知らせ」、「十日町労働基準監督署」でご覧いただくことができます。 







 

労 働 災 害 事 例 

十日町労働基準監督署 

 崩壊した雪壁の下敷きとなって死亡  

 
発生状況 

 食品製造業の従業員が工場周辺の除雪作業を除雪機で行っていた。 

工場の屋根は自然落下式となっており、前日までの降雪に加え、屋根からの落雪で工場

周辺の積雪量は５ｍを超えていた。 

被災者は、トラクター式の除雪機（乗車タイプ）を運転して工場の周辺を除雪していた

が、除雪機が工場の外壁等に接触することを避けるため工場から約１ｍ離して除雪したこ

とから、工場の脇には、約３ｍ５０ｃｍの積雪が雪壁のような状態で残っていた。 

除雪作業を終えた被災者は、携帯電話を失くしたと同僚に伝えた後に、行方が分からな

くなり、会社の関係者が付近を捜したところ、雪壁の崩壊に巻き込まれて雪に埋まり、窒

息により死亡している被災者が発見された。 

 なお、このシーズンの積雪は、水分が多く含まれており、例年よりも重く湿った雪質で

あった。 

 

対  策 

① 除雪機で除雪する場合等で建物の脇に雪壁が残るような状況であれば、当該雪壁を

こまめに崩しながら除雪すること。 

② 崩壊する恐れのある雪壁や屋根からの落雪、除雪機の投雪場所等には、立入禁止措

置を講ずること。なお、立入禁止措置は注意喚起の表示だけではなく、カラーコーン

やトラロープ等で明示することが望ましい。 

③ 除雪作業及びその関連作業は、単独で行わせないこと。なお、狭隘な場所で除雪機

を使用する場合等で共同作業者が巻き込まれる恐れがある場合は、安全な場所から作

業を監視させるなど、作業者の配置にも留意すること。 

雪壁の高さ 

約３ｍ５０ｃｍ 

雪壁の幅 

約１ｍ 
雪の重さ 

２０ｃｍの立方体で約５ｋｇ 

崩壊の危険 


